
平
成
十
四
年
八
月
二
日
付
け
で
公
告
し
た
瀬
戸
内
海
の
環
境
の
保
全
に
関
す
る
奈
良
県
計
画
を
変
更

し
た
の
で
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
四
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

瀬
戸
内
海
の
環
境
の
保
全
に
関
す
る
奈
良
県
計
画

こ
の
計
画
は
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
四
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
奈
良
県
の
区
域
（
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
府
県
の
区
域
の
う
ち
奈
良
県

の
区
域
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
瀬
戸
内
海
の
環
境
保
全
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
つ
い
て
定
め
た

も
の
で
あ
る
。

第
一

計
画
策
定
の
趣
旨

こ
の
計
画
は
、
瀬
戸
内
海
が
我
が
国
の
み
な
ら
ず
世
界
に
お
い
て
も
比
類
の
な
い
美
し
さ
を
誇
る

景
勝
地
と
し
て
、
ま
た
、
国
民
に
と
っ
て
貴
重
な
漁
業
資
源
の
宝
庫
と
し
て
、
そ
の
恵
沢
を
国
民
が

等
し
く
享
受
し
、
後
代
の
国
民
に
継
承
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
、
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
環
境
を
確
保
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
並
び
に
こ
れ
ま
で
の
開
発
等
に
伴
い
失
わ
れ
た
良
好

な
環
境
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
途
と
し
て
、
環
境
保
全
に
係
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進

す
る
た
め
、
国
が
策
定
し
た
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
基
本
計
画
（
平
成
十
二
年
総
理
府
告
示
第
七
十
一

号
）
に
基
づ
き
、
県
の
区
域
に
お
い
て
瀬
戸
内
海
の
環
境
の
保
全
に
関
し
、
実
施
す
べ
き
施
策
を
明

確
に
し
、
ま
た
、
実
施
す
る
施
策
を
よ
り
効
果
的
な
も
の
と
す
る
た
め
、
瀬
戸
内
海
の
環
境
の
保
全

に
関
す
る
中
長
期
に
わ
た
る
総
合
的
な
計
画
と
し
て
策
定
す
る
。

ま
た
、
こ
の
計
画
を
策
定
し
、
及
び
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広
く
県
内
の
瀬
戸
内
海
関
係
者
及

び
県
民
に
対
し
、
瀬
戸
内
海
の
環
境
保
全
の
推
進
に
対
す
る
な
お
一
層
の
理
解
と
協
力
を
求
め
る
と

と
も
に
、
意
識
の
高
揚
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

第
二

計
画
の
目
標

瀬
戸
内
海
の
環
境
保
全
の
推
進
の
た
め
に
は
、
関
係
府
県
等
が
相
互
に
協
力
し
な
が
ら
同
一
の
目

標
に
向
か
っ
て
各
々
の
施
策
を
遂
行
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
基

本
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
目
標
を
こ
の
計
画
の
目
標
と
し
て
次
の
と
お
り
定
め
る
。

１

瀬
戸
内
海
に
お
い
て
水
質
環
境
基
準
が
達
成
さ
れ
て
い
な
い
海
域
に
つ
い
て
は
、
可
及
的
速

や
か
に
達
成
に
努
め
る
と
と
も
に
、
達
成
さ
れ
た
海
域
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
維
持
さ
れ
て
い

る
こ
と
。



２

瀬
戸
内
海
に
お
い
て
、
赤
潮
の
発
生
が
み
ら
れ
、
漁
業
被
害
が
生
じ
て
い
る
現
状
に
か
ん
が

み
、
そ
の
発
生
の
人
為
的
要
因
と
な
る
も
の
を
極
力
少
な
く
す
る
こ
と
を
目
途
と
す
る
こ
と
。

３

水
銀
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
の
人
の
健
康
に
有
害
と
定
め
ら
れ
た
物
質
を
国
が
定
め
た

除
去
基
準
以
上
含
む
底
質
が
存
在
し
な
い
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
他
有
機
物
の
堆
積
等
に
起
因
す
る
悪
臭
の
発
生
、
水
質
の
悪
化
等
に
よ
り
生
活

環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
底
質
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
悪
影
響
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

４

海
面
及
び
海
岸
が
清
浄
に
保
持
さ
れ
、
又
は
景
観
を
損
傷
す
る
よ
う
な
ご
み
、
汚
物
、
油
等

が
海
面
に
浮
遊
し
、
若
し
く
は
海
岸
に
漂
着
し
て
い
な
い
こ
と
。

第
三

目
標
達
成
の
た
め
講
ず
る
施
策

計
画
の
目
標
を
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
達
成
す
る
こ
と
又
は
達
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

そ
の
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
途
と
し
て
、
瀬
戸
内
海
の
環
境
保
全
に
関
し
県
の
区
域
に
お
い
て

実
施
す
る
施
策
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

水
質
汚
濁
の
防
止

１

水
質
総
量
規
制
制
度
等
の
実
施

広
域
的
閉
鎖
水
域
で
あ
る
瀬
戸
内
海
に
つ
い
て
は
、
関
連
区
域
内
で
発
生
す
る
汚
濁
負
荷
量

の
総
量
を
計
画
的
に
削
減
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四

十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
及
び
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
、
水
質
総
量

規
制
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

県
に
お
い
て
は
、
総
量
削
減
基
本
方
針
に
定
め
ら
れ
た
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
化
学
的

酸
素
要
求
量
（
Ｃ
Ｏ
Ｄ
）
の
削
減
目
標
量
十
八
ｔ
／
日
、
窒
素
の
削
減
目
標
量
十
二
ｔ
／
日
及

び
り
ん
の
削
減
目
標
量
〇
・
九
ｔ
／
日
を
達
成
す
る
た
め
、
発
生
源
別
削
減
目
標
量
を
表
一
の

と
お
り
と
し
た
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
含
有
量
及
び
り
ん
含
有
量
に
係
る
総
量
削
減
計
画

（
奈
良
県
）
を
策
定
し
て
お
り
、
こ
の
計
画
を
積
極
的
に
実
施
し
て
い
く
と
と
も
に
、
計
画
さ

れ
て
い
る
施
策
の
進
捗
状
況
、
瀬
戸
内
海
に
流
入
す
る
負
荷
量
の
実
態
等
の
把
握
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

表
一

発
生
源
別
削
減
目
標
量
（
単
位

ｔ
／
日
）

Ｃ
Ｏ
Ｄ

窒

素

り

ん



生
活
排
水

十
二

六

〇
・
六

産
業
排
水

四

一

〇
・
二

そ

の

他

二

五

〇
・
一

計

十
八

十
二

〇
・
九

生
活
排
水
に
つ
い
て
は
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
る
た
め
、
下
水
道
の
整
備
を
一
層
促

（一）
進
す
る
ほ
か
、
生
活
様
式
及
び
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト
、
農
業

集
落
排
水
処
理
施
設
、
浄
化
槽
等
の
各
種
生
活
排
水
処
理
施
設
の
整
備
を
一
層
促
進
す
る
。

ま
た
、
窒
素
及
び
り
ん
の
除
去
性
能
の
向
上
を
含
め
た
高
度
処
理
の
積
極
的
な
導
入
を
図
る
。

産
業
排
水
に
つ
い
て
は
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
の
た
め
、
処
理
施
設
等
の
改
善
整
備
及
び

（二）
維
持
管
理
の
適
正
化
に
努
め
る
。

持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
魚
介
類
の
養

（三）
殖
漁
場
の
底
質
の
悪
化
を
通
じ
て
富
栄
養
化
が
生
じ
な
い
よ
う
漁
場
管
理
の
適
正
化
に
努
め

る
。
ま
た
、
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
十
号
）
等
に
基
づ
き
、
化
学
肥
料
の
使
用
の
低
減
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
農
業
排

水
中
の
窒
素
及
び
り
ん
の
負
荷
量
の
軽
減
に
努
め
る
と
と
も
に
、
家
畜
排
せ
つ
物
の
管
理
の

適
正
化
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
二
号
）
に
基
づ
き
、

家
畜
排
せ
つ
物
の
適
正
な
処
理
に
努
め
る
。

河
川
の
直
接
浄
化
等
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
自
然
環
境
が
有
す
る
水
質
浄
化
機
能
の
積

（四）
極
的
な
活
用
を
図
る
。
ま
た
、
底
質
の
改
善
を
推
進
す
る
。

家
庭
で
で
き
る
生
活
排
水
対
策
の
実
践
に
努
め
る
よ
う
啓
発
等
を
行
う
と
と
も
に
、
排
水

（五）
処
理
技
術
の
開
発
等
に
関
す
る
必
要
な
調
査
研
究
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

有
害
化
学
物
質
等
の
規
制
、
把
握
等

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可

制
等
の
適
切
な
運
用
等
に
よ
り
、
水
質
環
境
基
準
の
達
成
維
持
を
図
る
も
の
と
す
る
。

水
銀
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
の
人
の
健
康
に
有
害
と
定
め
ら
れ
た
物
質
に
つ
い
て
は
、

新
設
の
工
場
及
び
事
業
場
に
対
し
、
よ
り
厳
し
い
基
準
を
定
め
、
こ
れ
ら
物
質
の
排
出
を
極
力



抑
制
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
制
度
を
適
切
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
河
川
へ
の
流

入
を
防
止
す
る
も
の
と
す
る
。

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
つ
い
て
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律

第
百
五
号
）
に
基
づ
く
排
出
規
制
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
有
害
性
の
あ
る
化
学
物
質
に
つ
い
て
は
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把

握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
に
基
づ
き
、

排
出
量
の
把
握
及
び
管
理
を
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。

３

そ
の
他
の
措
置

水
質
汚
濁
の
防
止
の
た
め
、
第
三
の
一
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
施
策
の
ほ
か
、
瀬
戸
内
海
環

境
保
全
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
特
定
施
設
の
設
置
等
の
許
可
及
び
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く

排
水
規
制
の
適
切
な
運
用
、
生
活
排
水
対
策
の
計
画
的
推
進
等
に
よ
り
汚
濁
負
荷
量
の
低
減
を

図
り
、
ま
た
、
有
害
化
学
物
質
に
よ
る
公
共
用
水
域
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
化

学
物
質
に
よ
る
水
質
汚
濁
状
況
等
の
監
視
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二

廃
棄
物
の
処
理
施
設
の
整
備
及
び
処
分
地
の
確
保

環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
に
は
、
ご
み
の
不
法
投
棄
等
の
不
適
正
な
処
理
の
防
止
に
努
め
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
監
視
等
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
廃
棄
物
の
再
生
利
用
の
促

進
及
び
最
終
処
分
量
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
処
理
施
設
の
整
備
等
総
合
的
な
施
策
を
推
進
す
る
こ

と
と
し
、
次
の
施
策
を
積
極
的
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

１

廃
棄
物
の
発
生
抑
制
、
再
使
用
及
び
再
生
利
用

大
量
生
産
・
大
量
消
費
・
大
量
廃
棄
型
の
社
会
か
ら
の
転
換
を
図
る
た
め
、
奈
良
県
循
環
型

社
会
構
築
構
想
（
平
成
十
五
年
三
月
策
定
）
に
よ
り
、
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
、
再
使
用
及
び
再

生
利
用
の
促
進
並
び
に
処
理
施
設
の
整
備
等
の
総
合
的
施
策
を
推
進
し
、
廃
棄
物
の
最
終
処
分

量
の
減
少
等
を
図
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
た
め
、
県
で
は
第
二
次
奈
良
県
廃
棄
物
処
理
計
画
（
平
成
二
十
年
三
月
策
定
）
に
基
づ

き
、
具
体
的
な
減
量
化
目
標
値
を
設
定
し
、
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
、
減
量
化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル

の
推
進
、
環
境
に
安
全
な
廃
棄
物
の
処
理
の
推
進
並
び
に
廃
棄
物
処
理
施
設
の
確
保
を
図
る
も

の
と
す
る
。
ま
た
、
県
の
ご
み
減
量
及
び
再
資
源
化
の
た
め
の
目
標
に
向
け
、
事
業
者
、
消
費

者
及
び
行
政
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
を
示
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
社
会
構
築
へ
の
取
組
を
推
進
す

る
も
の
と
す
る
。

２

処
理
施
設
等
の
整
備



県
の
瀬
戸
内
海
関
係
区
域
の
平
成
十
七
年
度
末
ご
み
処
理
施
設
の
整
備
状
況
は
、
奈
良
市
を

は
じ
め
二
十
三
市
町
村
で
ご
み
処
理
施
設
二
十
四
箇
所
（
処
理
能
力
二
千
三
百
七
十
四
ｔ
／
日

）
及
び
粗
大
ご
み
処
理
施
設
十
一
箇
所
（
処
理
能
力
三
百
一
ｔ
／
日
）
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、

現
在
こ
れ
ら
の
施
設
に
よ
り
処
理
を
行
っ
て
い
る
。

今
後
は
、
再
生
利
用
の
た
め
の
中
間
処
理
施
設
の
整
備
及
び
広
域
的
な
施
設
整
備
を
推
進
し

て
い
く
。

ま
た
、
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
排
出
事
業
者
責
任
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
優
良
な
産

業
廃
棄
物
処
理
事
業
者
を
育
成
し
、
適
正
処
理
の
推
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。

３

処
分
地
の
確
保

県
の
瀬
戸
内
海
関
係
区
域
に
お
い
て
は
、
平
成
十
七
年
度
末
に
お
い
て
、
一
般
廃
棄
物
の
最

終
処
分
場
九
箇
所
、
処
分
業
者
の
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
十
三
箇
所
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

廃
棄
物
の
最
終
処
分
量
は
、
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
今
後
、
廃
棄
物
の
再
生
利
用
の
た
め
の
中

間
処
理
施
設
の
整
備
を
推
進
し
、
最
終
処
分
量
の
減
少
を
図
る
と
と
も
に
、
関
係
機
関
と
協
力

し
て
、
大
阪
湾
圏
域
広
域
処
理
場
整
備
事
業
（
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
計
画
）
を
推
進
し
、
処
分
地
の

確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

三

健
全
な
水
循
環
機
能
の
維
持
及
び
回
復

健
全
な
水
循
環
機
能
の
維
持
及
び
回
復
を
図
る
た
め
、
海
域
と
陸
域
の
連
続
性
に
留
意
し
て
、

森
林
や
農
地
の
適
切
な
維
持
管
理
、
河
川
、
湖
沼
等
に
お
け
る
自
然
浄
化
能
力
の
維
持
及
び
回
復
、

地
下
水
の
涵
養
、
下
水
処
理
水
の
再
利
用
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
施
策
の

推
進
に
当
た
っ
て
は
、
流
域
を
単
位
と
し
た
関
係
者
間
の
連
携
の
強
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

四

下
水
道
等
の
整
備
の
促
進

１

下
水
道
の
整
備

瀬
戸
内
海
の
水
質
保
全
を
図
る
う
え
で
、
生
活
排
水
に
係
る
汚
濁
負
荷
量
及
び
栄
養
塩
類
の

削
減
対
策
と
し
て
の
下
水
道
の
整
備
は
、
極
め
て
重
要
な
施
策
で
あ
る
。

県
の
瀬
戸
内
海
関
係
区
域
に
お
け
る
下
水
道
の
整
備
状
況
は
、
平
成
十
八
年
度
末
に
お
い
て
、

奈
良
県
浄
化
セ
ン
タ
ー
を
は
じ
め
十
箇
所
の
終
末
処
理
場
が
稼
働
し
て
お
り
、
処
理
区
域
内
人

口
は
九
十
七
万
三
千
人
、
人
口
普
及
率
は
七
十
一
％
と
な
っ
て
い
る
。

今
後
は
、
下
水
道
の
整
備
が
瀬
戸
内
海
の
水
質
保
全
を
図
る
う
え
で
特
に
重
要
か
つ
緊
急
を

要
す
る
課
題
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
と
の
整
合
を
図
り
つ
つ
、
現

在
施
行
し
て
い
る
大
和
川
上
流
流
域
下
水
道
事
業
及
び
吉
野
川
流
域
下
水
道
事
業
を
積
極
的
に



促
進
す
る
と
と
も
に
、
表
二
に
掲
げ
る
市
町
村
で
流
域
関
連
公
共
下
水
道
の
整
備
を
促
進
す
る

も
の
と
す
る
。

な
お
、
下
水
道
終
末
処
理
場
に
つ
い
て
は
、
高
度
処
理
の
推
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。

さ
ら
に
、
合
流
式
下
水
道
に
つ
い
て
は
、
当
該
下
水
道
を
敷
設
し
て
い
る
市
町
村
の
合
流
式

下
水
道
緊
急
改
善
計
画
に
基
づ
き
、
改
善
の
促
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。

表
二

流
域
関
連
公
共
下
水
道
事
業
計
画
市
町
村

区

分

市

町

村

名

大
和
川
上
流
流
域

第
一
処
理
区

奈
良
市

大
和
郡
山
市

天
理
市

橿
原
市

桜
井

下
水
道

市

生
駒
市

香
芝
市

平
群
町

三
郷
町

斑
鳩

町

安
堵
町

川
西
町

三
宅
町

田
原
本
町

広

陵
町

第
二
処
理
区

大
和
高
田
市

橿
原
市

御
所
市

香
芝
市

葛
城

市

高
取
町

明
日
香
村

上
牧
町

王
寺
町

広

陵
町

河
合
町

吉
野
川
流
域
下
水
道

五
條
市

吉
野
町

大
淀
町

下
市
町

２

そ
の
他
の
生
活
排
水
処
理
施
設
の
整
備

地
域
の
実
情
に
応
じ
、
浄
化
槽
、
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト

等
の
整
備
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
新
設
の
大
規
模
な
施
設
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
高
度

処
理
方
法
の
導
入
を
指
導
す
る
。

県
の
瀬
戸
内
海
関
係
区
域
に
お
い
て
は
、
昭
和
六
十
三
年
度
よ
り
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
整

備
事
業
に
着
手
し
、
順
次
拡
大
を
図
り
な
が
ら
現
在
六
市
六
町
二
村
で
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
六
年
度
よ
り
新
た
に
特
定
地
域
生
活
排
水
処
理
事
業
が
実
施
さ
れ
、
平
成
十
年
度

よ
り
一
村
が
こ
の
事
業
に
着
手
し
て
い
る
。
今
後
は
、
他
の
地
域
に
お
い
て
も
、
地
域
の
特
性

を
考
慮
し
、
こ
の
事
業
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
浄
化
槽
に
つ
い
て
は
、
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
、
建
築
基



準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
及
び
奈
良
県
浄
化
槽
取
扱
要
項
（
昭
和
六
十
一
年

三
月
制
定
）
に
基
づ
き
、
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
に
対
す
る
指
導
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、

既
設
の
単
独
処
理
浄
化
槽
に
つ
い
て
は
合
併
処
理
方
式
へ
の
転
換
促
進
に
努
め
、
特
に
大
規
模

浄
化
槽
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
高
度
処
理
の
導
入
を
指
導
す
る
。

さ
ら
に
、
平
成
十
八
年
度
末
に
お
い
て
、
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
が
三
市
一
町
一
村
（
処

理
能
力
二
千
九
百
八
十
三

／
日
）
、
平
成
十
七
年
度
末
に
お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ

ン
ト
が
二
市
町
（
処
理
能
力
四
百
九
十
九

／
日
）
に
お
い
て
整
備
さ
れ
て
お
り
、
今
後
も
地

域
の
特
性
を
考
慮
し
、
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト
等
の
整
備

を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

３

し
尿
処
理
施
設
の
整
備

県
の
瀬
戸
内
海
関
係
区
域
に
お
け
る
し
尿
・
汚
泥
処
理
施
設
の
整
備
状
況
は
、
奈
良
市
を
は

じ
め
十
一
市
町
村
に
お
い
て
整
備
さ
れ
て
お
り
、
平
成
十
七
年
度
末
に
お
け
る
そ
の
処
理
能
力

は
、
十
施
設
、
八
百
十
四

／
日
で
あ
る
。

今
後
も
、
必
要
に
応
じ
施
設
の
新
設
及
び
更
新
を
行
う
も
の
と
す
る
。

五

河
床
の
汚
泥
の
除
去
等

瀬
戸
内
海
の
水
質
汚
濁
の
一
因
と
な
る
河
床
の
汚
泥
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、
県
内
主
要
河

川
に
お
い
て
底
質
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
今
後
も
、
水
銀
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
人
の

健
康
に
有
害
な
物
質
を
含
む
汚
泥
の
堆
積
に
よ
る
底
質
の
悪
化
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら

の
物
質
に
つ
き
国
が
定
め
た
除
去
基
準
を
上
回
る
底
質
の
除
去
等
の
促
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

六

水
質
等
の
監
視
測
定

瀬
戸
内
海
の
水
質
保
全
に
つ
い
て
は
、
県
の
特
性
に
か
ん
が
み
、
瀬
戸
内
海
に
流
入
す
る
河
川

の
環
境
基
準
の
維
持
達
成
状
況
及
び
発
生
源
に
お
け
る
排
水
基
準
の
遵
守
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、

水
質
等
の
監
視
測
定
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
公
共
用
水
域
に
つ

い
て
は
、
大
和
川
水
系
を
は
じ
め
と
す
る
瀬
戸
内
海
関
係
区
域
水
域
の
七
十
五
地
点
に
お
い
て
、

水
質
汚
濁
防
止
法
に
よ
る
測
定
計
画
に
基
づ
き
、
ま
た
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
つ
い
て
は
、
瀬
戸

内
海
関
係
区
域
水
域
の
八
地
点
に
お
い
て
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
、
関

係
機
関
の
相
互
協
力
の
下
に
常
時
監
視
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
こ
れ
ら
常

時
監
視
の
拡
充
強
化
を
図
り
、
監
視
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一
方
、
発
生
源
に
つ
い
て
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
等
に



基
づ
き
工
場
及
び
事
業
場
に
お
け
る
排
水
基
準
の
遵
守
の
た
め
、
指
導
等
に
努
め
る
と
と
も
に
、

第
六
次
総
量
規
制
の
実
施
に
伴
い
、
指
定
地
域
内
事
業
場
に
お
け
る
汚
濁
負
荷
量
の
的
確
な
把
握

が
必
要
で
あ
る
た
め
、
監
視
測
定
施
設
及
び
設
備
の
整
備
の
拡
充
並
び
に
測
定
体
制
の
充
実
を
図

る
も
の
と
す
る
。

さ
ら
に
、
瀬
戸
内
海
の
富
栄
養
化
に
よ
る
被
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
窒
素
、
り
ん
等
の

栄
養
塩
類
の
監
視
測
定
体
制
の
強
化
を
図
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
水
質
等
の
保
全
の
た
め
、
工
場
及
び
事
業
場
か
ら
の
発
生
負
荷
量
の
管
理
並
び
に
公
共

用
水
域
の
水
質
監
視
測
定
施
設
等
の
整
備
及
び
促
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。

七

環
境
保
全
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
技
術
の
開
発
等

県
に
お
い
て
は
、
保
健
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
、
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
、
畜
産
技
術
セ
ン
タ
ー
等

で
環
境
保
全
に
資
す
る
た
め
の
調
査
研
究
及
び
技
術
開
発
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今

後
も
、
河
川
汚
濁
機
構
解
明
調
査
及
び
河
川
等
に
お
け
る
窒
素
、
り
ん
等
の
挙
動
調
査
研
究
、
さ

ら
に
総
量
規
制
に
対
応
し
た
汚
水
処
理
技
術
に
関
す
る
研
究
及
び
開
発
に
つ
い
て
も
鋭
意
努
め
る

も
の
と
す
る
。

さ
ら
に
、
瀬
戸
内
海
に
関
す
る
環
境
情
報
や
調
査
研
究
、
技
術
開
発
の
成
果
等
の
情
報
収
集
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

八

環
境
保
全
思
想
の
普
及
及
び
住
民
参
加
の
推
進

瀬
戸
内
海
の
環
境
保
全
対
策
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
生
活
排
水
、
廃
棄
物
等
も
含
め
た

総
合
的
な
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
実
効
を
期
す
る
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
等
が
そ
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
住
民
や
民
間
団
体
の
正
し
い
理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
た
め
県
民
に
対
し
て
、
新
聞
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
環
境
情
報
サ
イ
ト
「

エ
コ
な
ら
」
）
等
の
広
報
手
段
を
通
じ
、
及
び
環
境
月
間
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
月
間
の
事
業
等

に
お
い
て
、
水
質
汚
濁
に
つ
い
て
の
意
識
の
高
揚
を
図
る
と
と
も
に
、
河
川
等
へ
の
ご
み
の
不
法

投
棄
防
止
、
生
ご
み
の
流
出
防
止
、
浄
化
槽
の
維
持
管
理
の
適
正
化
等
の
実
践
活
動
の
普
及
に
努

め
、
ま
た
、
下
水
道
処
理
区
域
に
お
け
る
水
洗
化
の
促
進
に
つ
い
て
啓
発
を
図
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
府
県
、
市
町
村
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全

協
会
そ
の
他
の
関
係
諸
団
体
の
協
力
を
得
る
と
と
も
に
、
奈
良
県
環
境
保
全
基
金
の
活
用
を
図
り
、

そ
の
実
効
を
挙
げ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

九

環
境
教
育
・
環
境
学
習
の
推
進



瀬
戸
内
海
の
環
境
保
全
に
対
す
る
理
解
、
環
境
保
全
活
動
に
参
加
す
る
意
識
、
自
然
に
対
す
る

感
性
及
び
自
然
を
大
切
に
思
う
心
を
は
ぐ
く
む
た
め
、
地
域
の
自
然
及
び
そ
れ
と
一
体
的
な
歴
史

的
、
文
化
的
要
素
を
積
極
的
に
活
用
し
つ
つ
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
民
間
団
体
の

連
携
の
下
、
環
境
教
育
・
環
境
学
習
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

県
に
お
い
て
は
、
環
境
保
全
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
民
間
団
体
や
企
業
等
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
た
奈
良
県
環
境
県
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
、
構
成
員
が
相
互
に
意
見
交
換
を
行
い
、
環

境
保
全
活
動
の
先
導
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
目
指
し
、
環
境
保
全
活
動
の
手
法
を
考
え
、
行
政
、

関
係
団
体
及
び
企
業
と
連
携
・
協
力
し
て
推
進
し
、
活
動
内
容
等
を
情
報
発
信
し
て
い
く
も
の
と

す
る
。

ま
た
、
「
環
境
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
制
度
」
及
び
「
ど
こ
で
も
エ
コ
教
室
」
の
実
施
そ
の
他
の
環
境

教
育
・
環
境
学
習
の
推
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。

十

情
報
提
供
及
び
広
報
の
充
実

住
民
参
加
、
環
境
教
育
・
環
境
学
習
、
調
査
研
究
等
を
推
進
す
る
た
め
、
広
報
誌
等
を
通
じ
て
、

瀬
戸
内
海
の
環
境
の
現
状
及
び
負
荷
量
削
減
、
廃
棄
物
の
排
出
抑
制
へ
の
取
組
等
の
広
報
に
努
め
、

「
せ
と
う
ち
ネ
ッ
ト
」
の
活
用
等
に
よ
り
情
報
の
共
有
化
を
進
め
る
も
の
と
す
る
。

十
一

広
域
的
な
連
携
の
強
化
等

瀬
戸
内
海
は
十
三
府
県
が
関
係
す
る
広
範
な
海
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
環
境
保
全
施
策
の
推
進

の
た
め
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
知
事
・
市
長
会
議
等
を
通
じ
て
各
地
域
間
の
広
域
的
な
連
携
の
一

層
の
強
化
を
図
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
健
全
な
水
循
環
機
能
の
維
持
又
は
回
復
の
た
め
の
取
組
の
推
進
、
住
民
参
加
の
推
進
及

び
環
境
教
育
・
環
境
学
習
の
充
実
を
図
る
た
め
、
流
域
を
単
位
と
し
た
関
係
者
間
の
連
携
の
強
化

に
努
め
る
と
と
も
に
、
各
地
方
公
共
団
体
の
環
境
保
全
の
取
組
の
実
施
に
お
い
て
も
連
携
の
強
化

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

十
二

海
外
の
閉
鎖
性
海
域
と
の
連
携

海
外
の
閉
鎖
性
海
域
に
お
け
る
環
境
保
全
に
関
す
る
取
組
と
の
連
携
を
強
化
し
、
瀬
戸
内
海
の

環
境
保
全
の
一
層
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
海
外
に
お
け
る
取
組
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
た
め
、

財
団
法
人
国
際
エ
メ
ッ
ク
ス
セ
ン
タ
ー
の
活
用
、
閉
鎖
性
海
域
に
関
す
る
国
際
会
議
等
へ
の
積
極

的
な
参
加
、
人
的
交
流
、
情
報
の
発
信
及
び
交
換
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
四

施
策
実
施
上
必
要
な
事
項

一

施
策
の
積
極
的
推
進



瀬
戸
内
海
の
環
境
保
全
は
緊
急
か
つ
重
要
な
国
民
的
課
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
計
画
で
定

め
ら
れ
た
施
策
に
つ
い
て
は
優
先
的
に
財
源
の
確
保
等
に
努
め
、
そ
の
積
極
的
な
推
進
を
図
る
も

の
と
す
る
。

二

施
策
の
実
施
状
況
及
び
そ
の
効
果
の
把
握

瀬
戸
内
海
の
環
境
保
全
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
計
画
で
定
め
ら
れ
た
施
策
が
着
実
に
実

施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
た
め
、
計
画
し
た
諸
施
策
を
強
力
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
施
策
の
実
施
状
況
及
び
環
境

改
善
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
計
画
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。

三

計
画
推
進
の
た
め
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整

こ
の
計
画
の
実
効
を
期
す
る
た
め
に
は
、
国
、
県
及
び
関
係
市
町
村
が
一
体
と
な
り
強
力
に
計

画
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
国
の
地
方
機
関
、
県
及
び
関
係
市
町
村
は
、
計
画
し
た
諸
施
策
の
実
施
状
況
等
に

つ
い
て
情
報
、
意
見
の
交
換
等
を
行
い
、
こ
の
計
画
の
円
滑
な
推
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。
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